
令 和 ８ 年 １ 月 ３ ０ 日
九 州 地 方 整 備 局
菊 池 川 河 川 事 務 所

令和８年度 災害時協力会社の公募について

～ 災害発生時の迅速かつ的確な対応の推進を目指して ～

国土交通省菊池川河川事務所では、災害時における迅速な被災状況の把握や的確な災害
対応を図るため、建設会社及び建設コンサルタントとの協定により、事前の体制強化を推
進しています。

今回、令和８年度の災害時における体制強化に向け、下記により広く協力会社を公募し
協定締結を行います。

記

１．公募期間 令和８年１月３０日（金）～令和８年２月１９日（木）

２. 公募部門 Ⅰ 災害時等応急対策（土木部門）

洪水時等の河川巡視及び応急対策工事

災害対策用機械機器の運搬・運転

緊急内水対策車（排水ポンプ車）の運用

Ⅱ 災害時等応急対策（機械部門）

Ⅲ 災害時等応急対策（光ケーブル関係等部門）

Ⅳ 災害時等応急対策（測量・設計、地質調査部門等）

３．そ の 他 公募方法等は菊池川河川事務所の掲示板及び以下の当事務所ホーム
ページに掲載しています。

■ http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/

【問い合わせ先】

九州地方整備局 菊池川河川事務所
副所長 山本 恭裕（内線 ２０４）
工務課長 原田 光博（内線 ３１１）
管理課長 向窪 広幸（内線 ３３１）
流域治水課長 星子 智明（内線 ３５１）

ＴＥＬ ０９６８－４４－２１７１（代表）



令和８年１月３０日

災 害 時 協 力 会 社 公 募 概 要
Ⅰ 災害時等応急対策（土木部門）

１．業務の概要

本協定は、菊池川河川事務所の直轄管理区間において、風水害や地震等による堤
防決壊等の大規模な災害が発生若しくは予測された場合、河川・ダムの巡視や点検
又は応急対策工事並びに排水ポンプ車の出動等を想定し、あらかじめ災害時協力会
社と協定を締結することで、被害施設の早期発見、応急対策及び災害の拡大防止に
資することを目的としています。

２.公募の内容

（１）協定名
令和８年度菊池川河川事務所管内における

災害時等応急対策に関する基本協定（土木部門）

（２）必要協力会社数
菊池川河川事務所管内２出張所（玉名、山鹿）、１管理支所（竜門ダム）で
１７社程度

玉名出張所 ５社程度
山鹿出張所 １１社程度
竜門ダム管理支所 １社程度

（３）公告場所
①菊池川河川事務所掲示板 山鹿市山鹿１７８番地
②玉名出張所掲示板 玉名市津留字大川端６０７番地３
③山鹿出張所掲示板 山鹿市志々岐１０番２
④竜門ダム管理支所掲示板 菊池市龍門８７０番地
⑤国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所ホームページ

http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/

（４）本基本協定に関する手続等
１）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間 ： 令和８年１月３０日（金）～令和８年２月１９日（木）

土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日、9時 00分から 17時 00分まで。
② 交付場所 ： 〒 861－ 0501 熊本県山鹿市山鹿 178

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 工務課
③ 交付方法 ： 手渡しにより交付します。

（５）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間
提出期間 ： 令和８年１月３０日(金)～令和８年２月１９日(木)１７時必着

※詳細は、公告及び技術資料等説明書をご覧ください。

【問い合わせ先】

九州地方整備局 菊池川河川事務所
工務課長 原田 光博（内線 ３１１）

ＴＥＬ ０９６８－４４－２１７１（代表）



令和８年１月３０日

災 害 時 協 力 会 社 公 募 概 要
Ⅱ 災害時等応急対策（機械部門）

１．業務の概要

本協定は、菊池川河川事務所が直轄管理を行う河川又はダムの機械設備において、
風水害や地震等による堤防決壊等の大規模な災害が発生若しくは予測される場合に、
機械設備の故障・不具合に対し緊急的に対応を実施することを想定し、あらかじめ
災害時協力会社（以下「協力会社」という。）と協定を締結することで、被害施設の
早期発見、応急対策及び災害の拡大防止に資することを目的としています。

２.公募の内容

（１）協定名
令和８年度菊池川河川事務所管内における

災害時等応急対策に関する基本協定（機械部門）

（２）必要協力会社数
菊池川河川事務所管内２出張所（玉名、山鹿）、１管理支所（竜門ダム）で
２２社程度

排水ポンプ設備 ３社程度
堰・水門設備 ４社程度
樋門・樋管設備 ６社程度
竜門ダム設備 ９社程度

（３）公告場所
①菊池川河川事務所掲示板 山鹿市山鹿１７８番地
②玉名出張所掲示板 玉名市津留字大川端６０７番地３
③山鹿出張所掲示板 山鹿市志々岐１０番２
④竜門ダム管理支所掲示板 菊池市龍門８７０番地
⑤国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所ホームページ

http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/

（４）本基本協定に関する手続等
１）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間 ： 令和８年１月３０日（金）～令和８年２月１９日（木）

土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日、9時 00分から 17時 00分まで。
② 交付場所 ： 〒 861－ 0501 熊本県山鹿市山鹿 178

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 工務課
③ 交付方法 ： 手渡しにより交付します。

（５）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間
提出期間 ： 令和８年１月３０日(金)～令和８年２月１９日(木)１７時必着

※詳細は、公告及び技術資料等説明書をご覧ください。

【問い合わせ先】
九州地方整備局 菊池川河川事務所

工務課長 原田 光博（内線 ３１１）
ＴＥＬ ０９６８－４４－２１７１（代表）



令和８年１月３０日

災 害 時 協 力 会 社 公 募 概 要
Ⅲ 災害時等応急対策（光ケーブル関係等部門）

１．業務の概要

本協定は、菊池川河川事務所の直轄管理区間において、大規模な災害が発生した
場合、緊急的に応急対策（光ケーブルの応急復旧を主とする）を実施することを想
定し、あらかじめ災害時協力会社として協定締結をすることで、迅速な応急復旧に
資することを目的としています。

２.公募の内容

（１）協定名
令和８年度菊池川河川事務所管内における

災害時等応急対策に関する基本協定（光ケーブル関係等部門）

（２）必要協力会社数
菊池川河川事務所管内２出張所（玉名、山鹿）、１管理支所（竜門ダム）で
２社程度

（３）公告場所
①菊池川河川事務所掲示板 山鹿市山鹿１７８番地
②玉名出張所掲示板 玉名市津留字大川端６０７番地３
③山鹿出張所掲示板 山鹿市志々岐１０番２
④竜門ダム管理支所掲示板 菊池市龍門８７０番地
⑤国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所ホームページ

http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/

（４）本基本協定に関する手続等
１）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間 ： 令和８年１月３０日（金）～令和８年２月１９日（木）

土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日、9時 00分から 17時 00分まで。
② 交付場所 ： 〒 861－ 0501 熊本県山鹿市山鹿 178

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 管理課
③ 交付方法 ： 手渡しにより交付します。

（５）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間
提出期間 ： 令和８年１月３０日(金)～令和８年２月１９日(木)１７時必着

※詳細は、公告及び技術資料等説明書をご覧ください。

【問い合わせ先】

九州地方整備局 菊池川河川事務所
管理課長 向窪 広幸（内線 ３３１）

ＴＥＬ ０９６８－４４－２１７１（代表）



令和８年１月３０日

災 害 時 協 力 会 社 公 募 概 要
Ⅳ 災害時等応急対策（測量・設計部門）、（地質調査部門）

（流量検討・河道計画検討等部門）
（航空写真撮影部門）

１．業務の概要

本協定は、菊池川河川事務所が直轄管理を行う河川又はダムにおいて、大規模な
災害が発生若しくは予測された場合、迅速且つ的確な災害対応を行うため、事前に
災害時協力会社として協定を締結し、災害時の測量・設計、地質調査、流量検討・
河道計画検討等、航空写真撮影を迅速に対応できる体制を構築します。

２.公募の内容

（１）協定名
令和８年度菊池川河川事務所管内における

災害時等応急対策に関する基本協定
（測量・設計部門）、（地質調査部門）
（流量検討・河道計画検討等）
（航空写真撮影部門）

（２）協定対象部門

協定対象部門 協定対象区間 参考（Ｒ７年度協定実績企業数）
測量・設計部門 菊池川河川事 １２社
地質調査部門 務所管内 １０社
流量検討・河道計画検討等 ４社
航空写真撮影部門 ４社

（３）公告場所
①菊池川河川事務所掲示板 山鹿市山鹿１７８番地
②玉名出張所掲示板 玉名市津留字大川端６０７番地３
③山鹿出張所掲示板 山鹿市志々岐１０番２
④竜門ダム管理支所掲示板 菊池市龍門８７０番地
⑤国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所ホームページ

http://www.qsr.mlit.go.jp/kikuti/
（４）本基本協定に関する手続等

１）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間 ： 令和８年１月３０日（金）～令和８年２月１９日（木）

土曜、日曜及び祝祭日を除く毎日、9時 00分から 17時 00分まで。
② 交付場所 ： 〒 861－ 0501 熊本県山鹿市山鹿 178

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 流域治水課
③ 交付方法 ： 手渡しにより交付します。

（５）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間
提出期間 ： 令和８年１月３０日(金)～令和８年２月１９日(木)１７時必着

※詳細は、公告及び技術資料等説明書をご覧ください。

【問い合わせ先】

九州地方整備局 菊池川河川事務所
流域治水課長 星子 智明（内線 ３５１）

ＴＥＬ ０９６８－４４－２１７１（代表）



公 告

令和８年度菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定
（土木部門）の締結

次のとおり公告します。

令和８年１月３０日

国土交通省九州地方整備局

菊池川河川事務所長 上水樽 昌幸

１．基本協定の概要等

（１）基本協定の目的

本協定は、菊池川河川事務所の直轄管理区間において、風水害や地震等による堤防決壊等の大規

模な災害が発生若しくは予測された場合、河川･ダムの巡視や点検又は応急対策工事並びに排水ポン

プ車の出動等を想定し、あらかじめ災害時協力会社（以下「協力会社」という。）と協定を締結す

ることで、被害施設の早期発見、応急対策及び災害の拡大防止に資することを目的としている。

（２）基本協定区間

基本協定締結区間は表－１のとおりであり、１７区間それぞれに各々の協力会社と基本協定を締

結するものとする。

なお、被害施設等の早期復旧を目的とした照明車等の災害対策用機械機器、及び排水ポンプ車の

運用については、管内の全区間を基本とする。

また、「九州地方整備局防災業務計画書」に基づき災害対策本部長又は災害支援本部長（九州地

方整備局長）等から応援依頼があった場合は、当事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他

の地方整備局、地方自治体等）において発生した災害等の応急対策を要請する場合がある。



（表－1） 基本協定締結区間（案）

（３）協定期間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日

（４）協力会社の選定については、災害時等における応急対策工事を実施する際の工事実施体制、保有

技術者、工事の施工実績等に関する技術資料及び資機材保有状況、安全管理等を総合的に評価して

協力会社を選定する。



なお、基本協定締結区間については､応募状況をふまえ申請時の希望区間を尊重するものとするが、

別途協議･調整することもある。

（５）本協定締結後の工事の請負契約

１）基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負契約を締

結する。工事の実施に当たっては、関係法令等を遵守するものとする。

但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、実際の工事を行わないこと

になることを付記する。

２．参加資格要件

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)(以下「予決令」という。) 第７０条及び第７１

条の規定に該当しない者であること。

（２）九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和７・８年度の一般土木工事に係る（Ｃ～Ｄ）等

級の一般競争参加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につい

ては、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。

また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者（上記の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）建設業法に基づく本店が、熊本県の玉名市、山鹿市、菊池市、和水町、熊本市北区植木町に所在
すること。

なお、本店の所在地と基本協定締結区間の関係については、以下の表－２のとおりとする。

（表－２）

出張所・支所管内 対象区間名 協力会社数 本店の所在地

玉名出張所 １班～５班 ５社程度 玉名市、山鹿市、菊池市、和水町、

熊本市北区植木町

山鹿出張所 ６班～１６班 １１社程度

竜門ダム管理支所 １７班 １社程度

計 １７社程度

（５）経常建設共同企業体にあっては、九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和７・８年度の

一般土木工事に係る（Ｃ～Ｄ）等級の一般競争参加資格の申請を行っていること。

九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和７・８年度の一般土木工事に係る（Ｃ～Ｄ）等

級の一般競争参加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること及び令和９年３月３１

日まで経常建設共同企業体の解散をしないこと。

また、経常建設共同企業体とその構成員単体での重複参加は認めない。

（６）申請書及び技術資料の提出期限の日から協定締結の日までの期間において、九州地方整備局長か

ら工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基

づく指名停止（及び建設コンサルタント業務等に関し指名停止）を受けていないこと。



（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして国土交通省公

共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

３．本基本協定に関する手続等

（１）担当部局

〒861－0501 熊本県山鹿市山鹿178（電話 0968-44-2171）（FAX番号 0968-44-4673）
国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所

担当 ： 工務課長 （内線311）
工務係長 （内線312）
qsr-kikuc_koumu02@mlit.go.jp

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間 ： 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。

② 交付場所 ： 〒861－0501 熊本県山鹿市山鹿178
国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 工務課

③ 交付方法 ： 手渡しにより、電子媒体（CD）で交付する。

（３）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間 ： 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで

② 提出場所 ： 上記3.（1）に同じ。

③ 提出方法 ： メール又は郵送 （郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。） により提出する。

４ その他

（１） 技術資料の作成要領、協力会社の評価及び選定方法等の詳細については、「技術資料等説明書」

による。

（２） 本協定締結後は当事務所が発注する工事において、総合評価入札制度における評価項目とする場

合がある。



公 告

令和８年度菊池川河川事務所管内における

災害時等応急対策に関する基本協定（機械部門）の締結

次のとおり公告します。

令和８年１月３０日

国土交通省九州地方整備局

菊池川河川事務所長 上水樽 昌幸

１．基本協定の概要等

（１） 基本協定の目的

本協定は、菊池川河川事務所が直轄管理を行う河川又はダムの機械設備において、風水害や地

震等による堤防決壊等の大規模な災害が発生若しくは予測された場合に、機械設備の故障・不具

合に対し緊急的に対応を実施することを想定し、あらかじめ災害時協力会社（以下「協力会社」

という。）と協定を締結することで、被害施設の早期発見、応急対策及び災害の拡大防止に資す

ることを目的としている。

（２）基本協定の対象施設、設備要件及び応急対策内容

基本協定の対象設備は、菊池川河川事務所が直轄管理する機械設備とする。

なお、対象施設、設備要件及び応急対策内容は、別表のとおりとする。

（３）協定期間

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日まで

（４）協力会社の選定

１）本協定の締結を希望する会社は、技術資料（様式－１）を協定対象施設毎に提出するものとす

る。また、設備区分に関係なく協定対象施設を重複申請できるものとする。

設 備 区 分 協 定 対 象 施 設 協力会社数

排水ポンプ設備 玉名排水機場 １社程度

志々岐排水機場 １社程度

江栗排水機場 １社程度

堰・水門設備 山鹿大堰 １社程度

加恵堰 １社程度

寺田水門 １社程度

菰入水門 １社程度

樋門・樋管設備 山鹿出張所管内の樋門・樋管 ３社程度

玉名出張所管内の樋門・樋管 ３社程度

竜門ダム設備 ダム放流設備 ３社程度

津江導水路機械設備 ３社程度

立門導水路機械設備 ３社程度

２）協力会社の選定については、提出された技術資料を基に５．（１）で評価した評価点の合計が



高い者から協力会社を選定し、評価点合計が同じ場合には、評価項目①、②の合計が高い者から

下記設備区分の協定対象施設毎に選定する。

ただし、「２．参加資格要件」に該当しない者については選定しない。

３）対象施設に希望が集中する等、協力会社数に過不足が生じた場合は、技術資料を提出した者の

範囲内で調整を行うことがある。

（５）協定締結後の作業の請負契約

基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負契約を締

結する。工事の実施に当たっては、関係法令等を遵守するものとする。

ただし、基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、実際の工事を行わない

ことになることを付記する。

２．参加資格要件

（１）予算決算及び会計令 （昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。） 第７０条及び

第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の機械設備工事に係る一般競争

（指名競争）参加資格の申請を行っていること。

九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の機械設備工事に係る一般競争

参加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること。

なお、認定されていない者は、当該協定を無効とする。

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）九州地方整備局の管轄区域の内、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島

県に建設業法に基づく営業所（協定締結参加資格確認申請書に記載された本店又は支店等営業所の

住所による。）が所在すること。

（５）本協定は災害時等の緊急時を想定しており、連絡体制の確実性、簡素化を図る必要があることか

ら、協力会社は、単体（経常共同企業体を除く）で参加資格を満足する社を対象とする。

（６）技術資料の提出期限の日から協定締結の日までの期間において、九州地方整備局長から工事請負

契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停

止を受けていないこと。

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配又はこれに準ずるものとして国土交通省発注工事

等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（８）別表にある設備区分毎の設備要件を満たす工事又は点検整備業務で平成２２年度以降（平成２２

年 4 月１日から公示日までの間）に以下の①又は②を元請けとして完成させた実績を有すること。

① 設備を製作し据付した工事又は設備を修繕（改造、更新含む。）した工事

なお、「製作し据付した」とは自社工場で設備全体のシステム設計及び主要機器の製作を行

い、設備全体を施工した場合とする。



② 設備を点検整備した業務

ただし、当該実績が地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定

通知書の評定点が６５点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは実績として認め

ない。

（９）緊急事態発生に伴う協力要請があった場合、指示のあった施設へ技術者が速やかに到着できるこ

と。

３．基本協定に関する手続等

（１）担当部局

住 所 ：〒８６１－０５０１ 熊本県山鹿市山鹿１７８

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所

電話番号 ：０９６８－４４－２１７１

FAX番号：０９６８－４４－４６７３

担 当 ：工務課長（内線３１１）、機械係長（内線４９２）

アドレス ：qsr-kikuc_koumu02@mlit.go.jp

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法

① 交付期間： 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。

② 交付場所： 〒８６１－０５０１ 熊本県山鹿市山鹿１７８

国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所 ２階 工務課

③ 交付方法： 手渡しにより、電子媒体（CD）で交付する。

（３）技術資料の提出期間、場所及び方法

① 提出期間： 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで

② 提出場所： 上記３．（１）に同じ。

③ 提出方法： メール又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。宅送は書留郵便と同等のものに

限る。提出期間内に必着。） により提出する。

４．協定締結参加資格の確認等

（１）本協定の参加希望者は、１．（４）１）より希望する設備区分、協定対象施設毎に様式－１にて

申請するものとする。

なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、本協定締結

に参加することが出来ない。

なお、提出期間、場所及び方法については、３．（３）による。

（２）申請書は、「様式－１」により作成すること。

①会社の代表印を押印すること。

②希望する設備区分、協定対象施設名を必ず記入すること。

（３）参加資格の確認は申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和８年３月６日



（金）までに FAX、書面又はメールにより通知する。

５．評価方法

（１）評価は、以下の方法で行う。

評価項目 評 価 内 容 評価点

①技術者の所在地 出動先となる最寄りの本支店等から別紙「設備区分毎の設備要 ３０

件及び応急対策内容」に記載の派遣場所までの車両による到達所

要時間に応じて評価する。

②工事又は点検・整 設備区分毎の工事又は点検整備業務で元請けとして、平成２２

備業務等の実績 年度以降（平成２２年４月１日から公示日までの間）に完成させ ３０

た実績を２件まで記載する。

評価は、１件毎に菊池川河川事務所、九州地方整備局管内事務

所（港湾空港関係を除く。）、国・公団等、地方公共団体の順に

評価する。

③災害協定の締結 対象となる協定は、本公告１．（１）と同様な機械設備に関す

実績 る災害協定とし、過去２ヶ年度＋当該年度（令和５年４月１日か ３０

ら当該公告日までの間）に締結したものの中から代表的な実績を

１件記載する。

評価は、菊池川河川事務所、九州地方整備局管内事務所（港湾

空港関係を除く。）、国、県、市町村の順に評価する。

④保有技術者数 九州地方整備局管内の本支店または営業所等に在籍する、１級 １０

または２級土木施工管理技士保有技術者の人数に応じて評価す

る。

（２）ヒアリングについて

提出された技術資料等に疑義が有る場合又は技術力の確認等が必要となった場合は、ヒアリング

を実施する。

①日 時：令和８年２月２６日（木）から令和８年２月２７日（金）までの間を予定している。

②場 所：国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 会議室

③内 容：提出資料に基づき、質疑を行う。

④ヒアリング対象者：ヒアリングの対象者は担当連絡者と協議し決定する。

⑤その他：ヒアリング日時、場所については後日電話にて通知する。

６．技術資料等説明書に対する質問

（１）この技術資料等説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

①提出期間：令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１３日（金）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、９時００から１７時００分まで

②提出場所：上記３．（１） に同じ。

③提出方法：ＦＡＸ、持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。）により提出する。

（注）ＦＡＸで提出した場合は、ＦＡＸ送信後、菊池川河川事務所工務課長へ電話

で確認すること。（不在の場合は工務課職員で可）



（２）（１）の質問に対する回答は、書面により令和８年２月１９日（木）までに行う。

７．協力会社の選定及び通知

本協定の協力会社については、提出の技術資料に基づき評価・選定する。

その結果は、令和８年３月６日（金）までにＦＡＸ又はメールにて通知し、その後郵送にて送付す

る。

８．非選定理由の説明

（１）選定しなかった旨の通知を受けた者は、当職に対して非選定理由について、次に従い説明を求め

ることができる。（様式は自由とする。）

①提出期限：令和８年３月１２日（木）１７時００分

②提出場所：３ （１）に同じ

③提出方法：ＦＡＸ又は持参、郵送等 （郵送は書留郵便に限る。） により提出する。

（注）ＦＡＸで提出した場合は、ＦＡＸ送信後、菊池川河川事務所工務課長へ電話

で確認すること。（不在の場合は、工務課職員で可）

（２）当職は、説明を求められたときは受領期限後５日以内（土曜、日曜、祝日等を含まない）までに

説明を求めた者に対し、書面にてＦＡＸにより回答する。

９．その他

（１）本協定締結後は当事務所が発注する工事において、総合評価入札制度における評価項目とする場

合がある。

（２）技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

（３）当職は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

（４）提出された技術資料は返却しない。

（５）提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。

（６）提出及び技術資料の無効

本公告に示した参加資格に適合していない者の提出、又は技術資料に虚偽の記載があった場合は、

無効とする。

（７）法定外労働災害補償制度への加入について

本協定に基づき災害等に対する緊急的な工事の請負契約を取り交わす場合、その時点におい

て施工業者は法定外労働災害補償制度に加入していることを条件とする。

なお、法定外労働災害補償制度には工事現場単位で随時加入する方式と直前１年間の完成

工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方式があり、請負契約の条件

となる保険は、いずれの方式であっても差し支えない。
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公  告 
 

令和８年度菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定 

（光ケーブル関係部門） 
  

  

 次のとおり公告します。 

  

 令和 ８年 １月３０日 

国土交通省九州地方整備局 

菊池川河川事務所長 上水樽 昌幸 

 

 

１ 基本協定の概要等 

（１）基本協定の目的 

本協定は、菊池川河川事務所の直轄管理区間（河川区域以外に設置した施設を含む。）及

び災害対策本部長（九州地方整備局長）から出動命令等指示された場所において、大規模な

災害が発生した場合、緊急的に応急対策工事（光ケーブルの応急復旧を主とする）を実施す

ることを想定し、あらかじめ実施業者を定め、迅速な応急復旧に資することを目的としてい

る。 

 

（２）基本協定区間 

菊池川河川事務所が管理する直轄区間（河川区域以外に設置した施設を含む。）（以下、

菊池川河川事務所直轄管理区間という。）。ただし、「九州地方整備局防災業務計画」に基

づき災害対策本部長又は災害等支援本部長（九州地方整備局長）等から応援依頼があった場

合は、当事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他整備局、地方自治体等）において

発生した災害等の応援対策の要請をする場合がある。 

 

（３）基本協定期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

     

（４）基本協定締結業者の選定 

    本協定締結業者の選定は２社程度を予定しており、提出された技術資料及びそれらに関し

確認が必要な場合においては、ヒアリングを実施し、それらを総合的に評価して協定締結業

者を選定する。 

１）提出する技術資料 

① 工事の実績 

② 応募地域までの距離 

③ 緊急時出動人員 

④ 会社の保有技術者 

⑤ 保有機材 

⑥ 災害協定等の有無及び相手方 

⑦ 災害対応の出動の有無 

⑧ 参加資格の認定通知書の写し 

 

（５）災害時等応急対策工事の実施方法 

基本協定締結後、災害等発生し緊急的に工事を実施する場合は、速やかに工事請負契約を

締結する。工事の実施に当たっては関係法令を遵守するものとする。 

但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生のなかった場合は、実際の工事を行わな

いことを付記する。 



 

２ 参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第７０条及

び第７１条の規定に該当しない者であること。 

 

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の通信設備工事に係る一般

競争（指名競争）参加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること。 

なお、認定されていない者は、当該協定を無効とする。 

 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手

続の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

 

（４）技術資料の提出期限の日から協定締結の日までの期間において、九州地方整備局長から工事

請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づ

く指名停止を受けていないこと。 

 

（５）九州地方整備局の管轄区域の内、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県又は鹿

児島県に建設業法に基づく営業所（協定締結参加資格確認申請書に記載された本店又は支店等

営業所の住所による。）が所在すること。 

 

（６）経常建設共同企業体にあっては、九州地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和７・

８年度の通信設備工事に係る一般競争（指名競争）参加資格の申請の鏡の写しを添付すること。 

なお、令和９年３月３１日まで経常建設共同企業体の解散及び各構成員の変更をしないこと。 

また、経常建設共同企業体とその構成員単体での重複参加は認めない。 

 

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、 

国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

（８）平成２２年度以降（平成２２年４月１日から公示日までの間）に下記の機関が完成した光ケ

ーブル敷設工事又は光ケーブル移設工事の施工実績があること。 

・国の機関（事業団、特殊会社、独立行政法人及び特殊法人等改革基本法の対象法人を含む。） 

・地方公共団体又は公共機関（災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関、第六

号に規定する指定地方公共機関） 

・地方公社（地方公共団体が地方住宅供給公社法（昭和 40年法律第 124 号）に基づく地方

住宅供給公社、地方道路公社法（昭和 45年法律第82号）に基づく地方道路公社及び公有

地の拡大の推進に関する法律（昭和 47年法律第 66号）に基づく土地開発公社又は、地方

公共団体の出資する公益法人その他であって、その名称に「公社」の文字が用いられてい

るものをいう。） 

ただし、当該実績が地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績

評定通知書の評点が６５点未満のもの又は工事成績評定の通知を受けていないものは実績

として認めない。 

 

（９）緊急事態発生に伴う協力要請があった場合、菊池川河川事務所へ概ね２時間以内に到着でき

る体制を確保できること。 



 

３ 基本協定に関する手続等 

（１）担当部局 

〒８６１－０５０１ 熊本県山鹿市山鹿１７８ 

          国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 

担当 管理課長（内線３３１） 

電話 ０９６８－４４－５４３５（直通） 

又は、次の部局においても対応する。 

〒８６１－１６７２ 熊本県菊池市竜門８７０ 

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 竜門ダム管理支所 

担当 電気通信係長（内線３５） 

電話 ０９６８－２７－１１２０（直通） 

 

（２）技術資料等説明資料の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間 ： 公示日から令和７年２月１９日（木）までの土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

② 交付場所 ： 〒８６１－０５０１ 熊本県山鹿市山鹿１７８ 

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２Ｆ 管理課 

又は、次の部局においても対応する。 

〒８６１－１６７２ 熊本県菊池市龍門８７０ 

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所 竜門ダム管理支所 

〒８６１－８０２９ 熊本県熊本市東区西原１丁目１２－１ 

国土交通省九州地方整備局 熊本河川国道事務所 情報技術課 

③ 交付方法 ： 手渡しにより電子媒体(CD)で交付する。 

 

（３）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法 

① 提出期間 ： 公示日から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、日曜日及び祝日を

除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

② 提出場所 ： 上記（１）に同じ。 

③ 提出方法 ： 持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のもの

に限る。提出期間内必着。ＣＤに保存し、紙と併せて提出すること。）に

より提出する。 

 

 

４ その他 

（１）法定外労働災害補償制度への加入について 

本協定に基づき災害等に対する緊急的な工事の請負契約を取り交わす場合、その時点に   

おいて施工業者は法定外労働災害補償制度に加入していることを条件とする。 

なお、法定外労働災害補償制度には工事現場単位で随時加入する方式と直前１年間の完成

工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方式があり、請負契約の条件

となる保険は、いずれの方式であっても差し支えない。 

 

（２）技術資料の作成要領、協定締結受託者の評価及び決定方法などの詳細については、「技術資

料等説明書」による。 

 



公 告
令和８年度 菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定

（測量・設計部門）（地質調査部門）（流量検討・河道計画検討等部門）及び（航空写真撮影部門）

の締結

次のとおり公告します。

令和 ８年 １月 ３０日

国土交通省 九州地方整備局

菊池川河川事務所長 上水樽 昌幸

１．基本協定の概要等

（１） 基本協定の目的

本協定は、菊池川河川事務所が直轄管理を行う河川又はダムにおいて、大規模な災害等が発生若

しくは災害の発生が予測された場合に迅速で的確な災害対応を行うため、あらかじめ特定の企業と

協定締結をすることにより、測量・設計、地質調査、流量検討・河道計画検討等及び航空写真撮影

を迅速に実施することを目的としたものである。

（２）協定対象部門及び協定対象企業数等

本協定の対象部門は、下記のとおり予定している。

また「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長又は災害等支援本部長（九州地方整

備局長）等から応援依頼があった場合は、当事務所の直轄管理区間以外（他の直轄事務所、他の地

方整備局、地方自治体等）において発生した災害等の応急対策を要請する場合がある。

【業務分野】

対象部門 協定対象区域 参考（R７年度協定実績企業数）

測量・設計 菊池川河川事務所管内 12社
地質調査 菊池川河川事務所管内 10社
流量検討・ 菊池川河川事務所管内 4社
河道計画検討等

航空写真撮影 菊池川河川事務所管内 4社
※当事務所が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十七条の

規定に基づき管理区間外の事務を行う場合には、その事務を行う範囲を本協定の対象区域とす

る。 但し、それ以外の区域であっても当事務所が必要と判断した場合は、本協定の対象区域

とする。

（３） 協定期間 令和 ８年 ４月 １日 ～ 令和 ９年 ３月３１日

（４）協定を締結する企業の特定

１）本協定を締結する企業は、本協定の締結を希望する企業より特定する。

本協定の締結を希望する企業は、技術資料を提出するものとする。

２）提出する技術資料は、下記のとおりとする。

①技術者の所在地（流量検討・河道計画検討等部門は除く。）

②災害を想定した簡易な業務実施計画



③有資格技術者数等

④対象部門の企業としての業務実績

３）提出された技術資料を基に総合的な評価によって各部門の協定対象企業を特定する。

ただし、「２．参加資格要件」に該当しない者については特定しない。

（５）本協定締結後の業務等の請負契約

１）本協定締結後に災害が発生した場合等にあって、当事務所が業務等の実施が必要と判断した

場合は、当事務所は協定を締結した企業（以下「協定企業」という。）に対して、必要となる業

務等の実施の要請を行うものとし、あわせて両者は業務等の請負契約を速やかに締結するもの

とする。

２）本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、業務は行わない。

２．参加資格要件

（１）予算決算及び会計令 （昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。） 第７０条及び

第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度の土木関係建設コンサルタン

トの一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格

の再認定を受けていること。

また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（上記の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（４）技術資料の提出期限の日から協定締結の日までの期間において、九州地方整備局長から建設

コンサルタント業務等に関し指名停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１

号）に基づく指名停止を受けていないこと。

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配又はこれに準ずるものとして国土交通省発注

工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（６）国、県、市町村が発注する業務であって、平成２７年度以降（平成２７年４月１日から公示日

までの間）に完了したもので、かつ、「測量・設計部門」「地質調査部門」「流量検討・河道計画

検討等部門」及び「航空写真撮影部門」に該当する業務実績があること。

（７）令和３年度以降公示のうち、九州地方整備局発注業務（港湾空港関係を除く）の平均業務評点

が６０点以上であること。但し、評点通知を受けていなかったため業務成績を評価できない場合、

又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」に基づく九州地方整備局発注業務（港湾空港関係除

く）の実績がない場合は、この限りでない。

（８）１）「業務分野：測量・設計部門、地質調査部門、航空写真撮影部門」については、本店

・支店等（一般競争（指名競争）参加資格申請書に記載された本店・支店等の住所で、配置予



定技術者が恒常的に常駐しているところに限る。以下同じ）が熊本県内に所在すること。

また、熊本県内の本店・支店等に常駐し３ヶ月以上雇用関係を有する技術者で、以下の資格

を有する者を配置できること。

「測量・設計部門」：測量士１名以上かつ、博士又は技術士又は RCCM１名以上。

資格区分は下記のとおりとする。

博 士 ：土木工学系に限る

技術士 ：建設部門又は総合技術監理部門［選択科目が建設部門のものに限る］

RCCM ：河川，砂防及び海岸・海洋部門

「地質調査部門」 ：博士又は技術士又は RCCM又は地質調査技士１名以上。

資格区分は下記のとおりとする。

博 士 ：土木工学系に限る

技術士 ：建設部門又は応用理学部門［選択科目が地質に限る］又は

総合技術監理部門［選択科目が建設部門又は応用理学－地質に限る］

RCCM ：河川，砂防及び海岸・海洋部門又は地質部門又は土質及び基礎部門

「航空写真撮影部門」：測量士１名以上

２）「業務分野：流量検討・河道計画検討等部門」については、九州管内に本店・支店等（一般

競争（指名競争）参加資格申請書に記載された本店・支店等の住所による。）を有している

こと。また、以下の資格を有する者を配置できること。

「流量検討・河道計画検討等部門」：博士又は技術士又は RCCM１名以上。

資格区分は下記のとおりとする。

博 士 ：土木工学系に限る

技術士 ：建設部門又は総合技術監理部門［選択科目が建設部門のものに限る］

RCCM ：河川，砂防及び海岸・海洋部門

（９）緊急事態発生時に伴う協力要請があった場合、当事務所へ配置予定技術者が緊急に参集できる

体制を確保できること。

（１０）災害を想定した簡易な業務実施計画が適切であること。

３．基本協定に関する手続等

（１） 担当部局

〒８６１－０５０１

山鹿市山鹿１７８ (電話 ０９６８－４４－２１７１）

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所

担当 ： 流域治水課長 及び 流域調整係長

メール：hoshiko-t8910@mlit.go.jp
koga-t8916@mlit.go.jp
qsr-kikuc_ryuchi01@mlit.go.jp

（２） 技術資料等の交付期間、場所及び方法

① 交付期間： 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、



日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。

② 交付場所：山鹿市山鹿１７８

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所 ２階 流域治水課

③ 交付方法： 手渡しにより、電子媒体（CD）で交付する。

（３） 技術資料の提出期間、場所及び方法

① 提出期間： 令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１９日（木）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで

② 提出場所： 〒８６１－０５０１

山鹿市山鹿１７８（電話：０９６８－４４－２１７１）

国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所

担当：流域治水課長 及び 流域調整係長

メール：hoshiko-t8910@mlit.go.jp
koga-t8916@mlit.go.jp
qsr-kikuc_ryuchi01@mlit.go.jp
※メール提出の際は上記３つのアドレス宛に提出すること。

③ 提出方法： メール又は郵送等により提出する。

郵送は書留郵便に限る。宅送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。

４．その他

技術資料の作成要領、基本協定締結業者の評価及び決定方法等については、「技術資料等説明書」

による。



令和８年度 菊池川河川事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定
（測量・設計部門）（地質調査部門）（流量検討・河道計画検討等部門）及び（航空写真撮影部門） 対象区域

②繁根木川
(左右岸)0～3.0k

③木葉川
(左右岸)0～1.8k

④岩野川
(左右岸)0～4.9k

⑥上内田川
(左右岸)0～2.2k

⑦迫間川
(左右岸)0～9.3k

⑤合志川
(左右岸)0～10.4k

①菊池川
(左右岸)0～49.8k

玉名市

山鹿市

菊池市

⑧竜門ダム湖周辺
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